
年度　2次評価（基本施策評価）シート

1.0

相談窓口体制の周知を図り、相談件数増を図る。

消費生活トラブルに関する知識と認識を高める
1.0

実　績

1 相談件数

2
行政情報チャンネルで
の放送回数

市民が抱える日常的な困りごとに対し、解決の方向性を示し、悩みや不安の解消に努める。
平成２３年度から配置した消費生活専門相談員を活用し、多様化、複雑化する相談内容に対応する。
消費者トラブル等を未然に防ぐために、広報やホームページにより情報提供を行うとともに、消費生活相談窓口の存在周知の啓
発を行う。
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② 左 記 結 果 に 対 す る 現 状 分 析 ・ 市 民 と の 協 議 結 果

27.4 必 要 度 86.7 ％
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1.0

消費生活専門相談員を活用するため、さらに相談窓口の周知を図るとともに、情報提供や啓発を充実させることによ
り、消費者の不安を取り除いていくことが必要。

評 価 視 点 評 価 コ メ ン ト
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事 業 費 （ 人 件 費 込 、 単 位 ： 千 円 ）

H25　所要額担 当 課 Ｉ Ｄ H23　決算額 H24　予算額
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H25 H27
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必要度が上昇しているのに対して、満足度の値が低い。
相談に対するニーズが大きくなっており、さらなる相談体制等の充実に取り組む
必要がある。
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平成 24

市 民 意 識 調 査 結 果

③

基 本 施 策 名 13 環境にも家計にもやさしい消費生活を普及させる

基 本 施 策 の 意 図 、
今 後 の 展 望

基 本 施 策 の
現 況 と 課 題

④

安心・安全

事故や犯罪のない安全なまちづくり

消費者トラブルに関する相談内容が、年々多様化、複雑化している。
多岐に亘る相談内容に対応し得る専門的知識が必要とされる。

％

富岡　通郎
人権生活環境部市民生活課長

4
総 合 評 価

（今後の方向性、事業
の見直しについて等）

（ 以 下 続 紙 ）

指 標 の 説 明

評 価 責 任 者
（基本施策主管課長）

多様化、複雑化した相談において解決策を探っていくには、専門的な知識を習得した弁護士や専門相談員の対応が
必要であり、市民が個々の対応となると経費的にも多額の費用を要するため、無料相談の設置は意義があり、継続し
ていく必要がある。

2
事 業 構 成 の 適 当 性
（手段として最適か？）

専門分野に関する相談は、弁護士や行政書士等により対応を行い、市民の信頼を得ている。
また、消費生活専門相談員を設置したことにより、相談機会が確保されるとともに、早く確実な相談対応ができる。

3 役 割 分 担 の 妥 当 性 消費生活専門相談員を活用し、多様なニーズに応えている。

1.0

市民生活課
人権生活環境部基本施策の現状分析及び意図

⑤  基本施策指標（総合計画数値目標）

⑥  基本施策構成事務事業の評価

⑦　⑥以外で、目標達成に必要な事業（総合計画実施計画の期間内に実施を予定する事業）

⑧　基本施策の現状分析に基づく改革案の説明

27.4, 86.7

40

60

80

100

0 20 40 60
満足度

必
要
度

H23


